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別途積立金の取り崩しに関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 459条第１項の規定に基づく当社定款の定め

により、下記のとおり別途積立金の取り崩しを行うことを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

記 

 

1. 実施内容 

 別途積立金の全額を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものとする。 

（1）減少する剰余金の項目とその金額  

別途積立金    7,247,603,185円 

（2）増加する剰余金の項目とその金額  

繰越利益剰余金  7,247,603,185円 

 

2. 実施の目的 

今後の経営環境の変化に対応した資本政策の機動性を確保するため。 

 

3. 効力発生日 

2025年５月 19日 

 

4. 業績に与える影響 

本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定の振替処理となるため、純資産に変

動はなく、当社業績に与える影響はございません。 

 

以上 

会 社 名  水 戸 証 券 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 小 林  克 徳 

(コード番号 8622 東証プライム市場) 

問合せ先  経 営 企 画 部 長 横田  秀樹 
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